
















第 第 第

（
設
置

慶
應
義
塾
大
学
（
以
下
「
大
学」

と
い
う。
）

に、

慶
應
義
塾
大
学
新
聞
研
究
所
（
以
下
言
研
究
所」

と
い

う。
）

を
罹
く。

条

（
目
的
）

研
究
所
は、

大
学
学
部
学
則
に
削
り、

マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
理
論
的
お
よ
び
実
際
的
研
究

な
ら
び
に
教
育
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る。

（
事
業
）

研
究
所
は、

前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
事
業
を
行
う。

一

マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
理
論
的
研
究

ニ

マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
調
査
お
よ
び
実
際
的
研
究

三

各
国
に
お
け
る
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
の
調
査

四

資
料
の
収
集、

整
理
お
よ
び
保
存

五

研
究
業
績
の
発
表

六

マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
教
育

条 条
慶
應
義
塾
大
学
新
聞
研
究
所
規
程

③

現
行
の
規
程

施改施改施改改
行正行正行正正

昭
和
三
十
六
年
一

月
三
十
一

日
制
定

）

（

昭
和
三
十
六
年
四
月

一

日
施
行

規
第
四
十
二

号

昭
和
三
十
七
年
五
月

十
一

日

昭
和
五
十
三
年
一

月
二
十
七
日

昭
和
五
十
三
年
四
月

一

日

昭
和

六
十

年
五
月
三
十
一

日

昭
和

六
十

年
四
月

一

日

平
成

五

年
二
月

九

日

平
成

五

年
二
月

九

日

※

※
一
九
九

六
年
十

月
当
時

の
も

の
で
あ
り

、
そ
の

後
数
回

改
正

さ
れ
て
い

る

。








